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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和元年１２月１２日（令和元年（行個）諮問第１４３号） 

答申日：令和２年１０月５日（令和２年度（行個）答申第９９号） 

事件名：本人からの相談に係る相談票等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「私が，２０１９年特定日，特定労働基準監督署に賃金の件で，相談

した労働相談票又は相談記録（事業場住所：特定住所，事業場名：特定事

業場）」に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」とい

う。）につき，その一部を不開示とした決定について，諮問庁がなお不開

示とすべきとしている部分については，別表の６欄に掲げる部分を開示す

べきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，令

和元年８月２１日付け東労発総個開第１－４１８号により東京労働局長

（以下「処分庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，その取消しを求めるというものである。  

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書によると，おおむ

ね以下のとおりである。 

確かな証拠を提出したので，労働者の権利を守るための正しい処分が行

われたのか確認したい。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，令和元年７月２４日付けで処分庁に対し，法の規定に

基づき本件対象保有個人情報の開示請求を行った。 

（２）これに対し処分庁が一部開示の原処分を行ったところ，審査請求人は

これを不服として，令和元年９月１３日付けで本件審査請求を提起した

ものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件対象保有個人情報については，原処分における不開示部分のうち一

部を新たに開示した上で，その余の部分については，法１４条５号及び７

号イに基づき，不開示とすることが妥当であると考える。 
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３ 理由 

（１）本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報が記録された文書は，審査請求人から特定労働

基準監督署（以下「労働基準監督署」は「監督署」という。）に対して

特定事業場の件で相談を行った際に作成された労働相談に係る関係書類

であり，具体的には，別表の１欄に掲げる文書１ないし文書３の各文書

である。 

（２）保有個人情報該当性について 

   文書２①は，労働基準監督官が事務処理のために作成又は収集した文

書であるが，審査請求人個人を識別することができる情報が含まれてい

ないことから，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しない。 

（３）不開示情報該当性について 

ア 相談票（文書１） 

相談票は，監督署において，労働関係の相談を受けた際にその内容

を記録するために作成される文書である。 

文書１①は，これが開示されれば，監督署における調査の手法が明

らかになり，検査事務の性格を持つ労働基準監督官の行う監督指導

に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にし，違法行為の発見

が困難になるなど，その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，

ひいては犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある。このため，当該

部分は，法１４条５号及び７号イに該当し，不開示とすることが妥

当である。 

イ 担当官が作成又は収集した文書（文書２） 

文書２②は，これを開示すると，監督署における調査の手法が明ら

かになり，労働基準監督官の行う監督指導に係る事務に関し，正確

な事実の把握を困難にし，また，違法行為の発見が困難になるなど，

その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，ひいては犯罪の予防

に支障を及ぼすおそれがある。このため，当該部分は，法１４条５

号及び７号イに該当し，不開示とすることが妥当である。 

（４）新たに開示する部分について 

原処分における不開示部分のうち文書１②は，法１４条各号に定める

不開示情報に該当しないことから，新たに開示することとする。 

（５）審査請求人の主張について 

審査請求人は，審査請求書において，上記第２の２のとおり主張して

いるが，上記（３）で述べたとおり，法１２条１項の規定に基づく開示

請求に対しては，保有個人情報ごとに，法１４条各号の規定に基づき開

示・不開示を判断しているものであり，審査請求人の主張は上記諮問庁

の判断に影響を及ぼすものではない。 
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４ 結論 

以上のとおり，本件開示請求については，原処分における不開示部分の

うち上記３（４）に掲げる部分を新たに開示した上で，その余の部分につ

いては，法１４条５号及び７号イに基づき，原処分を維持して不開示とす

ることが妥当であるものと考える。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和元年１２月１２日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月２５日       審議 

④ 令和２年９月１７日   本件対象保有個人情報の見分及び審議 

⑤ 同年１０月１日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求に対し，処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，

審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しない，又は法１４条５号及

び７号イに該当するとして，不開示とする原処分を行ったところ，審査請

求人は不開示部分の開示を求めている。 

これに対して諮問庁は，諮問に当たり，原処分における不開示部分の一

部を新たに開示することとするが，その余の部分については，原処分を維

持し，不開示とすることが妥当としていることから，以下，本件対象保有

個人情報を見分した結果を踏まえ，諮問庁が保有個人情報に該当しないと

している部分の保有個人情報該当性及び諮問庁がなお不開示とすべきとし

ている部分の不開示情報該当性について検討する。 

２ 保有個人情報該当性について 

諮問庁は，文書２①に記録された情報については，審査請求人個人を識

別することができる情報が含まれていないことから，審査請求人を本人と

する保有個人情報に該当しないと説明する。 

当審査会において見分したところ，当該部分には，審査請求人の氏名そ

の他の審査請求人を識別することができる情報が記載されているとは認め

られない。 

そこで，当該部分がその内容等に照らして審査請求人を本人とする保有

個人情報に該当するか否かについて検討する。 

当該部分は，事業場基本情報であり，特定監督署がその通常の業務を遂

行する上で必要な情報として，特定事業場の事業内容等の把握に資するた

め平常から保有している情報を，資料として添付したものと認められる。 

当該部分に記録された情報は，その作成又は取得の目的等を考慮すると，

他の情報と照合することにより，審査請求人を識別することができること
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となる情報であるとは認められない。 

したがって，当該部分は，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当

するとは認められない。 

３ 不開示情報該当性について 

（１）開示すべき部分（別表の６欄に掲げる部分）について 

   文書１①は，相談票の「指示」欄の記載の一部であるが，事務的な内

容が書かれているにすぎないと認められる。 

   このため，当該部分を開示しても，労働基準監督機関が行う監督指導

に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若し

くは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあ

るとは認められず，また，犯罪の予防に支障があると行政機関の長が認

めることにつき相当の理由があるとも認められない。 

   したがって，当該部分は，法１４条５号及び７号イのいずれにも該当

せず，開示すべきである。 

（２）その余の部分（別表の６欄に掲げる部分を除く部分）について 

   文書１①及び文書２②は，相談票の「処理状況・意見」欄及び「指示」

欄に記載された本件労働相談に関する担当官の処理方針等並びにこれに

関連した特定監督署の文書であり，審査請求人が知り得る情報であると

は認められない。このため，これを開示すると，監督署における調査の

手法・内容等が明らかとなり，労働基準監督機関が行う監督指導に係る

事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不

当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあると認

められる。 

   したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条５号につい

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を審査請求人

を本人とする保有個人情報に該当しない，又は法１４条５号及び７号イに

該当するとして不開示とした決定については，諮問庁がなお不開示とすべ

きとしている部分のうち，別表の６欄に掲げる部分を除く部分は，審査請

求人を本人とする保有個人情報に該当しない，又は同号イに該当すると認

められるので，同条５号について判断するまでもなく，不開示とすること

は妥当であるが，同欄に掲げる部分は，同条５号及び７号イのいずれにも

該当せず，開示すべきであると判断した。 

（第３部会）  

委員 髙野修一，委員 久末弥生，委員 葭葉裕子 
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別表 保有個人情報該当性及び不開示情報該当性 

１ 

文書

番号 

２ 対象文書名 ３ 

頁 

４ 原処分における不開

示部分 

５ 法１４

条各号該当

性等 

６  ４ 欄の

うち開 示す

べき部分 

文書

１ 

相談票 １な

いし

４ 

① ２頁「処理状況・意

見」欄１７行目ないし１

９行目，「指示」欄１行

目及び２行目 

５号及び７

号イ 

２ 頁 「 指

示」欄 1行目 

② ①を除く不開示部分 新たに開示 － 

文書

２  

担当官が作成又

は収集した文書 

５及

び６ 

① ５頁 保有個人情

報非該当 

－ 

② ６頁 ５号及び７

号イ 

－ 

文書

３ 

請求人から労働

基準監督署へ提

出された文書 

７な

いし

１１ 

なし － － 

 

 


